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第三者評価に当たっての例外的取扱い判断チェックシート 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 １ 理念・基本方針 

 №1 □ （１） 法人が理念、基本方針を定めている。 

 №2 □ （２） 法人が定める理念、基本方針に基づき、施設等は運営している。 

 ２ 経営状況の把握 

 №3 □ 
（１） 法人と連携し、事業運営をとりまく環境と経営状況を把握・分析

している。 

 №4 □ （２） 法人と連携し、経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 

 ３ 事業計画の策定 

 №5 □ 
（１） 法人が中・長期的なビジョンを明確にした計画を策定しており、

それを使用している。 

 №6 □ 
（２） 法人と連携し、中・長期計画を踏まえた単年度の計画を策定して

いる。 

 №7 □ 
（３） 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しを法人と共有し

ている。 

 ４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 №8 □ 
（１） 福祉サービスの質の向上に向けた取組を組織的に行い、法人と共

有している。 

 №9 □ 
（２） 組織として取組むべき課題を明確にし、法人や施設等間と共有し

ながら計画的な取組みを実施している。 

Ⅱ 組織の運営管理 

 １ 管理者の責任とリーダーシップ 

 №10 □ （１） 管理者の役割と責任を含む職務分掌等を法人が文書化している。 

 №11 □ （２） 管理者の研修や勉強会等を法人の連携のもとに計画している。 

 №12 □ 
（３） 管理者が経営の改善や業務の実効性を高めるための取組の指導力

を発揮できるよう法人が支援している。 

 ２ 福祉人材の確保・育成 

 №13 □ 
（１） 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制を法人が整備してい

る。 

 №14 □ （２） 総合的な人事管理を法人が行っている。 

 №15 □ （３） 働きやすい職場づくりに法人とともに取組んでいる。 
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 №16 □ 
（４） 職員の教育・研修に関する基本方針や計画を法人が策定しており、

それを使用している。 

 №17 □ 
（５） 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体

制を法人が整備している。 

 ３ 運営の透明性の確保 

 №18 □ 
（１） 運営の透明性を確保するための情報公開の規定を法人が定めてお

り、それを使用している。 

 №19 □ 
（２） 地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等を説

明する印刷物や広報誌等を法人と連携しながら作成・配布している。 

 ４ 地域との交流、地域貢献 

 №20 □ 
（１） 地域との関わり方について基本的な考え方を法人が文書化してお

り、それを使用している。 

 №21 □ 
（２） ボランティア受入れに関する基本姿勢を法人が明文化しており、

それを使用している。 

 №22 □ 
（３） 地域の福祉ニーズや生活課題等の把握を法人と連携しながら行っ

ている。 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

 １ 利用者本位の福祉サービス 

 №23 □ 
（１） 利用者を尊重した福祉サービスの提供に関する「倫理綱領」や規

程等を法人が策定しており、それを使用している。 

 №24 □ 
（２） 利用者のプライバシー保護についての規程・マニュアル等を法人

が整備しており、それを使用している。 

 №25 □ 
（３） 福祉サービスの提供に関する説明や同意文書について法人が規定

を策定しており、それを使用している。 

 №26 □ 
（４） リスクマネジメントに関する責任者の明確化、委員会の設置など

の体制を法人が整備しており、それを使用している。 

 


